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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動力源と、該駆動力源に作動的に連結された自動変速機とを有して、該駆動力源から
の動力を該自動変速機を介して駆動輪へ伝達する車両用駆動装置において、登坂路走行中
に平坦路走行中と略同じ出力要求量であっても平坦路走行時と略同等の車両加速度が得ら
れるように該駆動力源および／または該自動変速機を制御して車両駆動力を増加する登坂
路駆動力制御手段を備える車両用駆動装置の制御装置であって、
　車両が登坂路走行開始後に第１所定期間を経過するまで前記登坂路駆動力制御手段によ
る登坂路走行のための駆動力制御の開始を遅らせる遅延制御手段と、
　実際に発生している駆動力に基づいて基準車両加速度を算出する基準加速度算出手段と
、
　実際の車両加速度を検出する実加速度検出手段と、
　前記基準加速度算出手段により算出された基準車両加速度と前記実加速度検出手段によ
り検出された実際の車両加速度との加速度差を算出する加速度差算出手段と、
　該加速度差算出手段により算出された加速度差が前記登坂路駆動力制御手段による登坂
路走行のための駆動力制御が必要となるような所定以上の勾配となる登坂路であることを
判定するための所定登坂路判定値以上であるか否かを判定する加速度差判定手段とを、含
み、
　前記遅延制御手段は、前記加速度差判定手段により前記所定登坂路判定値以上であると
判定される期間を計測する第１期間計測手段と、該第１期間計測手段により計測された期
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間が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を一定期間遅
らせるための前記第１所定期間を経過したか否かを判定する第１所定期間判定手段とを備
え、該第１所定期間判定手段により前記第１所定期間を経過したと判定されるまで前記登
坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を遅らせるものであるこ
とを特徴とする車両用駆動装置の制御装置。
【請求項２】
　前記遅延制御手段は、車両が登坂路走行開始後に前記第１所定期間を経過する前であっ
ても、前記出力要求量の増加量が所定値以上となった場合には前記登坂路駆動力制御手段
による登坂路走行のための駆動力制御を開始させるものである請求項１の車両用駆動装置
の制御装置。
【請求項３】
　車両が登坂路走行終了後に第２所定期間を経過するまで前記登坂路駆動力制御手段によ
る登坂路走行のための駆動力制御を継続させる登坂路制御終了判定手段を更に含むもので
ある請求項１または２の車両用駆動装置の制御装置。
【請求項４】
　前記登坂路制御終了判定手段は、前記加速度差判定手段により前記所定登坂路判定値未
満であると判定される期間を計測する第２期間計測手段と、該第２期間計測手段により計
測された期間が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御を一定期
間継続させるための前記第２所定期間を経過したか否かを判定する第２所定期間判定手段
とを備え、該第２所定期間判定手段により前記第２所定期間を経過したと判定されるまで
前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御を継続させるものである
請求項３の車両用駆動装置の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用駆動装置の制御装置に関し、特に、登坂路走行中において平坦路走行
中と略同じ出力要求量であっても平坦路走行時と略同等の車両加速度が得られるように車
両駆動力を増加する制御作動に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　登坂路においても平坦路と同じアクセル開度すなわち要求出力量で走行できるように駆
動力補正を実行する車両がよく知られている。例えば、特許文献１に記載された車両がそ
れである。この特許文献１には、登坂路走行時に平坦路走行時とほぼ同じアクセル開度で
同様の車両加速度を得るために、平坦路走行に必要な定常走行時の定常馬力に対して勾配
抵抗と車速との積から算出される登坂のために必要な馬力分が自動的に加えられるように
エンジン乃至自動変速機の変速比を制御する技術が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－３３２４４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、運転者はその経験則により車両が登坂路に進入する際には車両の加速度が低
下することを予測することが考えられる。しかしながら、上記特許文献１に示すような登
坂路走行時に平坦路走行時とほぼ同じアクセル開度で同様の車両加速度を得るための制御
が登坂路進入時に一律に実行されると、運転者は登坂路進入に際して予測するような車両
の加速度の低下を体感することができず違和感を感じる可能性があった。
【０００５】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであり、その目的とするところは、登
坂路走行中において平坦路走行中と略同じ出力要求量であっても平坦路走行時と略同等の
車両加速度が得られるように駆動力源および／または自動変速機を制御して車両駆動力を
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増加する登坂路駆動力制御手段を備えた車両用駆動装置の制御装置において、登坂路走行
時に運転者に与える違和感が抑制される制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、請求項１にかかる発明の要旨とするところは、駆動力源と、その駆動力源に
作動的に連結された自動変速機とを有して、その駆動力源からの動力をその自動変速機を
介して駆動輪へ伝達する車両用駆動装置において、登坂路走行中に平坦路走行中と略同じ
出力要求量であっても平坦路走行時と略同等の車両加速度が得られるようにその駆動力源
および／またはその自動変速機を制御して車両駆動力を増加する登坂路駆動力制御手段を
備える車両用駆動装置の制御装置であって、(a) 車両が登坂路走行開始後に第１所定期間
を経過するまで前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を
遅らせる遅延制御手段と、(b) 実際に発生している駆動力に基づいて基準車両加速度を算
出する基準加速度算出手段と、(c) 実際の車両加速度を検出する実加速度検出手段と、(d
) 前記基準加速度算出手段により算出された基準車両加速度と前記実加速度検出手段によ
り検出された実際の車両加速度との加速度差を算出する加速度差算出手段と、(e) その加
速度差算出手段により算出された加速度差が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行
のための駆動力制御が必要となるような所定以上の勾配となる登坂路であることを判定す
るための所定登坂路判定値以上であるか否かを判定する加速度差判定手段とを、含み、(f
) 前記遅延制御手段は、前記加速度差判定手段により前記所定登坂路判定値以上であると
判定される期間を計測する第１期間計測手段と、その第１期間計測手段により計測された
期間が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を一定期間
遅らせるための前記第１所定期間を経過したか否かを判定する第１所定期間判定手段とを
備え、その第１所定期間判定手段により前記第１所定期間を経過したと判定されるまで前
記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を遅らせるものであ
る。
【発明の効果】
【０００７】
　このようにすれば、登坂路走行中に平坦路走行中と略同じ出力要求量であっても平坦路
走行時と略同等の車両加速度が得られるようにその駆動力源および／またはその自動変速
機を制御して車両駆動力を増加する登坂路駆動力制御手段を備える車両用駆動装置の制御
装置において、遅延制御手段により車両が登坂路走行開始後に第１所定期間を経過するま
で前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始が遅延させられ
るので、車両が登坂路走行を開始しても第１所定期間を経過するまで車両駆動力は増加さ
せられない。よって、車両の登坂路進入時には、運転者がその登坂路進入に際して予測す
るような車両加速度の低下を体感させられて運転者に与える違和感が抑制される。また、
(b) 実際に発生している駆動力に基づいて基準車両加速度を算出する基準加速度算出手段
と、(c) 実際の車両加速度を検出する実加速度検出手段と、(d) 前記基準加速度算出手段
により算出された基準車両加速度と前記実加速度検出手段により検出された実際の車両加
速度との加速度差を算出する加速度差算出手段と、(e) その加速度差算出手段により算出
された加速度差が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御が必要
となるような所定以上の勾配となる登坂路であることを判定するための所定登坂路判定値
以上であるか否かを判定する加速度差判定手段とを更に含み、(f) 前記遅延制御手段は、
前記加速度差判定手段により前記所定登坂路判定値以上であると判定される期間を計測す
る第１期間計測手段と、その第１期間計測手段により計測された期間が前記登坂路駆動力
制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始を一定期間遅らせるための前記第１
所定期間を経過したか否かを判定する第１所定期間判定手段とを備え、その第１所定期間
判定手段により前記第１所定期間を経過したと判定されるまで前記登坂路駆動力制御手段
による登坂路走行のための駆動力制御の開始を遅らせるものであるため、基準加速度算出
手段により算出された基準車両加速度と前記実加速度検出手段により検出された実際の車
両加速度との加速度差が加速度差算出手段により算出され、その加速度差算出手段により
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算出された加速度差が前記所定登坂路判定値以上であるか否かが加速度差判定手段により
判定され、その加速度差判定手段により前記所定登坂路判定値以上であると判定される期
間が第１期間計測手段により計測されて、その第１期間計測手段により計測された期間が
前記第１所定期間を経過したと第１所定期間判定手段により判定されるまで前記遅延制御
手段により前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御の開始が遅延
させられるので、車両が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御
が必要となるような所定以上の勾配となる登坂路走行を開始しても第１所定期間を経過す
るまで車両駆動力は増加させられない。よって、車両の登坂路進入時には、運転者がその
登坂路進入に際して予測するような車両加速度の低下を体感させられて運転者に与える違
和感が抑制される。
【０００９】
　ここで、好適には、請求項２にかかる発明では、前記遅延制御手段は、車両が登坂路走
行開始後に前記第１所定期間を経過する前であっても、前記出力要求量の増加量が所定値
以上となった場合には前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御を
開始させるものである。このようにすれば、車両が登坂路走行開始後に前記第１所定期間
を経過する前であっても例えば前記第１所定期間判定手段により前記第１所定期間を経過
したと判定される前であっても、前記遅延制御手段により登坂路駆動力制御手段による登
坂路走行のための登坂路走行のための駆動力制御が開始されるので、出力要求量に基づい
た適切な駆動力が得られ運転者に違和感を与えることが回避される。言い換えれば、出力
要求量の増加量が所定値以上となった場合は、運転者がその登坂路進入に際して車両加速
度の低下を予測し車両加速度を増加させるために例えばアクセルペダルを踏み増ししたよ
うな場合が考えられ、登坂路進入に際して一定期間前記登坂路駆動力制御手段により車両
駆動力を増加せずに車両加速度の低下を体感させると駆動力の増加を望んでアクセルペダ
ルを踏み込み操作した運転者に対して逆に違和感を感じさせることになるので、第１所定
期間を経過する前であっても前記出力要求量の増加量が所定値以上となった場合には登坂
路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御を開始する。これにより、運転者
に違和感を与えることが回避される。
【００１０】
　また、好適には、請求項３にかかる発明では、車両が登坂路走行終了後に第２所定期間
を経過するまで前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御を継続さ
せる登坂路制御終了判定手段を更に含むものである。このようにすれば、登坂路制御終了
判定手段により車両が登坂路走行終了後に第２所定期間を経過するまで前記登坂路駆動力
制御手段による登坂路走行のための駆動力制御が継続させられるので、車両が登坂路走行
を終了しても第２所定期間を経過するまで車両駆動力の増加が維持される。よって、路面
勾配変化に過敏に反応して前記登坂路駆動力制御手段による登坂路駆動力制御が安定して
実行されないことにより運転者に違和感を与えることが回避される。
【００１１】
　また、好適には、請求項４にかかる発明では、前記登坂路制御終了判定手段は、前記加
速度差判定手段により前記所定登坂路判定値未満であると判定される期間を計測する第２
期間計測手段と、その第２期間計測手段により計測された期間が前記登坂路駆動力制御手
段による登坂路走行のための駆動力制御を一定期間継続させるための前記第２所定期間を
経過したか否かを判定する第２所定期間判定手段とを備え、その第２所定期間判定手段に
より前記第２所定期間を経過したと判定されるまで前記登坂路駆動力制御手段による登坂
路走行のための駆動力制御を継続させるものである。このようにすれば、前記加速度差判
定手段により前記所定登坂路判定値未満であると判定される期間が第２期間計測手段によ
り計測されて、その第２期間計測手段により計測された期間が前記第２所定期間を経過し
たと第２所定期間判定手段により判定されるまで前記登坂路制御終了判定手段により前記
登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御が継続させられるので、車両
が前記登坂路駆動力制御手段による登坂路走行のための駆動力制御が必要となるような所
定以上の勾配となる登坂路走行を終了しても第２所定期間を経過するまで車両駆動力の増
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加が維持される。よって、路面勾配変化に過敏に反応して前記登坂路駆動力制御手段によ
る登坂路駆動力制御が安定して実行されないことにより運転者に違和感を与えることが回
避される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　ここで、好適には、前記出力要求量とは、運転者が車両に要求する出力量を表すパラメ
ータであり、アクセルペダルの操作量を示すアクセル開度、スロットル弁の開度を示すス
ロットル開度、エンジンの吸気管に設けられたチャンバ内或いはシリンダ内へ噴射される
燃料の噴射量を示す燃料噴射量、エンジンの吸気管により吸入される吸入空気量などが用
いられる。
【００１３】
　また、好適には、前記駆動力源としては、ガソリンエンジンやディーゼルエンジン等の
内燃機関であるエンジンが広く用いられる。さらに、補助的な走行用駆動力源として、電
動機等が上記エンジンに加えて用いられても良い。或いは、駆動力源として電動機のみが
用いられてもよい。このように駆動力源に電動機が用いられる場合には、上記出力要求量
は電動機を駆動するための例えば蓄電装置からの駆動電流などが用いられる。
【００１４】
　また、好適には、前記自動変速機は、複数組の遊星歯車装置の回転要素が摩擦係合装置
によって選択的に連結されることにより複数のギヤ段が択一的に達成される例えば、前進
４段、前進５段、前進６段、前進７段、前進８段等の種々の遊星歯車式多段変速機、動力
伝達部材として機能する伝動ベルトが有効径が可変である一対の可変プーリに巻き掛けら
れ変速比が無段階に連続的に変化させられる形式のベルト式無段変速機、共通の軸心まわ
りに回転させられる一対のコーン部材とその軸心と交差する回転中心回転可能な複数個の
ローラがそれら一対のコーン部材の間で挟圧されそのローラの回転中心と軸心との交差角
が変化させられることによって変速比が連続的に変化させられる形式のトロイダル型無段
変速機、常時噛み合う複数対の変速ギヤを２軸間に備えてそれら複数対の変速ギヤのいず
れかを油圧アクチュエータにより駆動される同期装置によって択一的に動力伝達状態とす
る同期噛合型平行２軸式自動変速機、或いはエンジンからの動力を第１電動機および出力
軸へ分配する例えば遊星歯車装置で構成される差動機構とその差動機構の出力軸に設けら
れた第２電動機とを備えてその差動機構の差動作用によりエンジンからの動力の主部を駆
動輪へ機械的に伝達しエンジンからの動力の残部を第１電動機から第２電動機への電気パ
スを用いて電気的に伝達することにより電気的に変速比が変更される自動変速機例えば電
気的な無段変速機として機能させられるハイブリッド車両用駆動装置などが単独で或いは
組み合わされることにより構成される。
【００１５】
　また、好適には、上記自動変速機の車両に対する搭載姿勢は、自動変速機の軸線が車両
の幅方向となるＦＦ（フロントエンジン・フロントドライブ）車両などの横置き型でも、
自動変速機の軸線が車両の前後方向となるＦＲ（フロントエンジン・リヤドライブ）車両
などの縦置き型でも良い。
【００１６】
　また、好適には、上記摩擦係合装置としては、油圧アクチュエータによって係合させら
れる多板式、単板式のクラッチやブレーキ、或いはベルト式のブレーキ等の油圧式摩擦係
合装置が広く用いられる。この油圧式摩擦係合装置を係合させるための作動油を供給する
オイルポンプは、例えば走行用の動力源により駆動されて作動油を吐出するものでも良い
が、走行用動力源とは別に配設された専用の電動モータなどで駆動されるものでも良い。
また、クラッチ或いはブレーキは、油圧式摩擦係合装置以外に電磁式係合装置たとえば電
磁クラッチや磁粉式クラッチ等であってもよい。
【００１７】
　また、好適には、上記駆動力源と自動変速機とは作動的に連結されればよく、例えば前
記駆動力源と自動変速機の入力軸との間には、ダンパー、直結クラッチ、ダンパー付直結
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クラッチ、或いは流体伝動装置などが介在させられるものであってもよいが、駆動力源と
自動変速機の入力軸とが常時連結されたものであってもよい。また、上記流体伝動装置と
しては、ロックアップクラッチ付トルクコンバータやフルードカップリングなどが用いら
れる。
【００１８】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【実施例】
【００１９】
　図１は、本発明が適用された車両用駆動装置（以下駆動装置という）１０の構成を説明
する骨子図である。駆動装置１０は、車体に取り付けられる非回転部材としてのトランス
ミッションケース（以下ケースという）１２内において、共通の軸心上に、ロックアップ
クラッチ付のトルクコンバータ１４および自動変速機としての有段式自動変速機（以下自
動変速機という）１６が順次配設されている。なお、この駆動装置１０はその軸心に対し
て略対称的に構成されており、図１の骨子図においてはその軸心の下半分が省略されてい
る。
【００２０】
　上記自動変速機１６は、走行用の駆動力源としてのガソリンエンジンやディーゼルエン
ジン等の内燃機関であるエンジン１８のクランク軸２０にトルクコンバータ１４を介して
作動的に連結された入力軸２２、ダブルピニオン型の第１遊星歯車装置２４、シングルピ
ニオン型の第２遊星歯車装置２６、シングルピニオン型の第３遊星歯車装置２８、および
出力軸３０が順次配設され、入力軸２２の回転を変速して出力軸３０から出力する。入力
軸２２は入力回転部材に相当するものであり、本実施例ではエンジン１８によって回転駆
動されるトルクコンバータ１４のタービン軸である。出力軸３０は出力回転部材に相当す
るものであり、例えば図示しない差動歯車装置（終減速機）や一対の車軸等を順次介して
左右の駆動輪を回転駆動する。
【００２１】
　前記第１遊星歯車装置２４は、サンギヤＳ１、互いに噛み合う複数対のピニオンギヤＰ
１、そのピニオンギヤＰ１を自転および公転可能に支持するキャリヤＣＡ１、ピニオンギ
ヤＰ１を介してサンギヤＳ１と噛み合うリングギヤＲ１を備えている。また、前記第２遊
星歯車装置２６は、サンギヤＳ２、ピニオンギヤＰ２、そのピニオンギヤＰ２を自転およ
び公転可能に支持するキャリヤＣＡ２、ピニオンギヤＰ２を介してサンギヤＳ２と噛み合
うリングギヤＲ２を備えている。また、前記第３遊星歯車装置２８は、サンギヤＳ３、ピ
ニオンギヤＰ３、そのピニオンギヤＰ３を自転および公転可能に支持するキャリヤＣＡ３
、ピニオンギヤＰ３を介してサンギヤＳ３と噛み合うリングギヤＲ３を備えている。
【００２２】
　前記自動変速機１６において、第１遊星歯車装置２４のサンギヤＳ１はクラッチＣ３を
介して入力軸２２に選択的に連結されるとともに、一方向クラッチＦ２およびブレーキＢ
３を介してケース１２に選択的に連結され、逆方向（入力軸２２と反対方向）の回転が阻
止されるようになっている。第１遊星歯車装置２４のキャリアＣＡ１は、ブレーキＢ１を
介してケース１２に選択的に連結されるとともに、そのブレーキＢ１と並列に設けられた
一方向クラッチＦ１により常に逆方向の回転が阻止されるようになっている。第１遊星歯
車装置２４のリングギヤＲ１は、第２遊星歯車装置２６のリングギヤＲ２と一体的に連結
されており、ブレーキＢ２を介してケース１２に選択的に連結されるようになっている。
第２遊星歯車装置２６のサンギヤＳ２は、第３遊星歯車装置２８のサンギヤＳ３と一体的
に連結されており、クラッチＣ４を介して入力軸２２に選択的に連結されるとともに、一
方向クラッチＦ０およびクラッチＣ１を介して入力軸２２に選択的に連結され、その入力
軸２２に対して相対的に逆方向へ回転することが阻止されるようになっている。第２遊星
歯車装置２６のキャリアＣＡ２は、第３遊星歯車装置２８のリングギヤＲ３と一体的に連
結されており、クラッチＣ２を介して入力軸２２に選択的に連結されるとともに、ブレー
キＢ４を介してケース１２に選択的に連結されるようになっており、更にブレーキＢ４と
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並列に設けられた一方向クラッチＦ３により常に逆方向の回転が阻止されるようになって
いる。そして、第３遊星歯車装置２８のキャリアＣＡ３は、出力軸３０に一体的に連結さ
れている。
【００２３】
　上記クラッチＣ１～Ｃ４、およびブレーキＢ１～Ｂ４（以下、特に区別しない場合は単
にクラッチＣ、ブレーキＢという）は、多板式のクラッチやブレーキなど油圧アクチュエ
ータによって係合制御される油圧式摩擦係合装置である。例えば図２に示すようにクラッ
チＣ、ブレーキＢの係合、解放状態が切り換えられ、６つの前進変速段（１ｓｔ～６ｔｈ
）および１つの後進変速段（Ｒｅｖ）が成立させられる。図２の「１ｓｔ」～「６ｔｈ」
は前進の第１変速段～第６変速段を意味しており、第１変速段「１ｓｔ」から第６変速段
「６ｔｈ」へ向かうに従って変速比γ（＝入力軸２２の回転速度ＮＩＮ／出力軸３０の回
転速度ＮＯＵＴ）は小さくなり、第４変速段「４ｔｈ」の変速比γは１．０である。また
、図２において「○」は係合、空欄は解放を表し、「（○）」はエンジンブレーキ時の係
合を表し、「●」は動力伝達に関与しない係合を表している。
【００２４】
　図３は、図１のエンジン１８や自動変速機１６などを制御するために車両に設けられた
制御系統の要部を説明するブロック線図である。電子制御装置９０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、入出力インターフェース等を備えた所謂マイクロコンピュータを含んで構成され
ており、ＣＰＵはＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログラム
に従って信号処理を行うことにより、エンジン１８の出力制御や自動変速機１６の変速制
御等を実行するようになっており、必要に応じてエンジン制御用や変速制御用等に分けて
構成される。
【００２５】
　図３において、アクセルペダル５０の操作量であるアクセル開度Ａccがアクセル開度セ
ンサ５１により検出されるとともに、そのアクセル開度Ａccを表す信号が電子制御装置９
０に供給されるようになっている。アクセルペダル５０は、運転者の出力要求量に応じて
大きく踏み込み操作されるものであることからアクセル操作部材に相当し、アクセル開度
Ａccは出力要求量に相当する。エンジン１８の吸気配管には、スロットルアクチュエータ
５４によってアクセル開度Ａccに応じた開き角すなわちスロットル開度θＴＨとされる電
子スロットル弁５６が設けられている。また、アイドル回転速度制御のために上記電子ス
ロットル弁５６をバイパスさせるバイパス通路５２には、エンジン１８のアイドル回転速
度ＮＩＤＬを制御するために電子スロットル弁５６の全閉時の吸気量を制御するＩＳＣ（
アイドル回転速度制御）バルブ５３が設けられている。
【００２６】
　また、エンジン１８の回転速度ＮＥを検出するためのエンジン回転速度センサ５８、エ
ンジン１８の吸入空気量Ｑを検出するための吸入空気量センサ６０、吸入空気の温度ＴＡ

を検出するための吸入空気温度センサ６２、上記電子スロットル弁５６の全閉状態（アイ
ドル状態）およびそのスロットル弁開度θＴＨを検出するためのアイドルスイッチ付スロ
ットル弁開度センサ６４、車速Ｖ（出力軸３０の回転速度ＮＯＵＴに対応）を検出するた
めの車速センサ６６、エンジン１８の冷却水温ＴＷを検出するための冷却水温センサ６８
、常用ブレーキであるフットブレーキの操作の有無を検出するためのブレーキスイッチ７
０、シフトレバー７２のレバーポジション（操作位置）ＰＳＨを検出するためのレバーポ
ジションセンサ７４、タービン回転速度ＮＴ（＝入力軸２２の回転速度ＮＩＮ）を検出す
るためのタービン回転速度センサ７６、油圧制御回路９８内の作動油の温度であるＡＴ油
温ＴＯＩＬを検出するためのＡＴ油温センサ７８、車両の加速度Ｇを検出するための加速
度センサ８０、車両重量（車重）Ｗを検出するための車重センサ８２などが設けられてお
り、それらのセンサやスイッチなどから、エンジン回転速度ＮＥ、吸入空気量Ｑ、吸入空
気温度ＴＡ、スロットル弁開度θＴＨ、車速Ｖ、エンジン冷却水温ＴＷ、ブレーキ操作の
有無、シフトレバー７２のレバーポジションＰＳＨ、タービン回転速度ＮＴ（＝入力軸回
転速度ＮＩＮ）、ＡＴ油温ＴＯＩＬ、車両加速度Ｇ、車重Ｗなどを表す信号が電子制御装



(8) JP 4635530 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

置９０に供給されるようになっている。
【００２７】
　上記シフトレバー７２は例えば運転席の近傍に配設され、図４に示すように、５つのレ
バーポジション「Ｐ」、「Ｒ」、「Ｎ」、「Ｄ」、または「Ｍ」へ手動操作されるように
なっている。「Ｐ」ポジションは自動変速機１６内の動力伝達経路を解放し且つメカニカ
ルパーキング機構によって機械的に出力軸２４の回転を阻止（ロック）するための駐車位
置であり、「Ｒ」ポジションは自動変速機１６の出力軸２４の回転方向を逆回転とするた
めの後進走行位置であり、「Ｎ」ポジションは自動変速機１６内の動力伝達経路を解放す
るための動力伝達遮断位置であり、「Ｄ」ポジションは自動変速機１６の第１速乃至第８
速の変速を許容する変速範囲（Ｄレンジ）で自動変速制御を実行させる前進走行位置であ
り、「Ｍ」ポジションは変速可能な高速側の変速段が異なる複数の変速レンジ或いは異な
る複数の変速段を切り換えることにより手動変速が可能な前進走行位置である。この「Ｍ
」ポジションにおいては、シフトレバー７２の操作毎に変速範囲或いは変速段をアップ側
にシフトさせるための「＋」ポジション、シフトレバー７２の操作毎に変速範囲或いは変
速段をダウン側にシフトさせるための「－」ポジションが備えられている。前記レバーポ
ジションセンサ７４はシフトレバー７２がどのレバーポジション（操作位置）ＰＳＨに位
置しているかを検出する。
【００２８】
　前記油圧制御回路９８は、変速制御用のソレノイド弁Ｓol１～Ｓol５、リニアソレノイ
ド弁ＳＬ１、ＳＬ２の他に、主にトルクコンバータ１４に備えられたロックアップクラッ
チの油圧を制御するリニアソレノイド弁ＳＬＵ、主にライン油圧を制御するリニアソレノ
イド弁ＳＬＴを備えており、油圧制御回路９８内の作動油は上記ロックアップクラッチへ
供給されると共に自動変速機１６等の各部の潤滑にも使用される。また、前記油圧制御回
路９８には、例えば上記シフトレバー７２にケーブルやリンクなどを介して連結されたマ
ニュアルバルブが備えられ、シフトレバー７２の操作に伴ってそのマニュアルバルブが機
械的に作動させられることにより油圧制御回路９８内の油圧回路が切り換えられる。例え
ば、「Ｄ」ポジションおよび「Ｍ」ポジションでは前進油圧ＰＤが出力されて前進用回路
が機械的に成立させられ、前進変速段である第１変速段「１ｓｔ」～第８変速段「８ｔｈ
」で変速しながら前進走行することが可能となる。また、「Ｒ」ポジションではリバース
用回路が機械的に成立させられるなどして図２に示す後進変速段「Ｒｅｖ」が成立させら
れ、「Ｎ」ポジションではニュートラル回路が機械的に成立させられて総てのクラッチＣ
およびブレーキＢが解放される。
【００２９】
　前記エンジン１８の出力制御については、例えばスロットルアクチュエータ５４により
電子スロットル弁５６を開閉制御する他、燃料噴射量制御のために燃料噴射弁９２を制御
し、点火時期制御のためにイグナイタ等の点火装置９４を制御し、アイドル回転速度制御
のためにＩＳＣバルブ５３を制御する。電子スロットル弁５６の制御は、例えば図５に示
すスロットル弁開度θＴＨをパラメータとしてエンジン回転速度ＮＥとエンジントルク推
定値ＴＥ０との予め実験的に求めて記憶された関係（マップ）から実際の車速Ｖと自動変
速機１６の変速比γとから一意的に定められる実際のエンジン回転速度ＮＥに基づいて要
求される目標エンジントルクＴＥ

＊が得られるようにスロットルアクチュエータ５４によ
りスロットル開度θＴＨを制御する。また、エンジン１８の始動時には、スタータ（電動
モータ）９６によってエンジン１８のクランク軸２０をクランキングする。
【００３０】
　前記自動変速機１６の変速制御については、例えばシフトレバー７２が「Ｄ」ポジショ
ンへ操作されたことがレバーポジションセンサ７４の信号から判断されて自動変速モード
が成立させられる。その自動変速モードでは、図６に示す車速Ｖおよびアクセル開度Ａcc
をパラメータとして予め記憶された関係（マップ、変速線図）から実際の車速Ｖおよびア
クセル開度Ａccに基づいて変速判断が行われ、その判断された変速が得られるように変速
用の油圧制御回路９８内のソレノイド弁Ｓol１～Ｓol５、およびリニアソレノイド弁ＳＬ
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１、ＳＬ２の励磁、非励磁や電流制御が実行されることにより油圧回路が切り換えられて
クラッチＣやブレーキＢの係合、解放状態が切り換えられるとともに変速過程の過渡油圧
などが制御されて第１変速段「１ｓｔ」～第６変速段「６ｔｈ」の総ての前進変速段を用
いて変速制御が実行される。なお、スロットル弁開度θＴＨや吸入空気量Ｑ、路面勾配な
どに基づいて変速制御を行うなど、種々の態様が可能である。
【００３１】
　上記図６の変速線図において、実線はアップシフトが判断されるための変速線（アップ
シフト線）であり、破線はダウンシフトが判断されるための変速線（ダウンシフト線）で
ある。この変速線図は、車速Ｖが低くなったりアクセル開度Ａccが大きくなったりするに
従って、変速比γ（＝入力回転速度ＮＩＮ／出力回転速度ＮＯＵＴ）が大きい低速側のギ
ヤ段に切り換えられるようになっており、図中の「１」～「６」は第１速ギヤ段「１ｓｔ
」～第６速ギヤ段「６ｔｈ」を意味している。また、この図６の変速線図における変速線
は、実際のアクセル開度Ａcc（％）を示す横線上において実際の車速Ｖが線を横切ったか
否かすなわち変速線上の変速を実行すべき値（変速点車速）ＶＳを越えたか否かを判断す
るためのものであり、上記値ＶＳすなわち変速点車速の連なりとして予め記憶されている
ことにもなる。
【００３２】
　図７は、前記電子制御装置９０の制御機能の要部すなわち登坂路走行中において平坦路
走行中と略同じ出力要求量例えばアクセル開度Ａccであっても平坦路走行時と略同等の車
両加速度Ｇが得られるように車両駆動力Ｆを増加する登坂路走行のための登坂路駆動力制
御をユーザ（運転者、搭乗者）への違和感を抑制しながら適切に実行するための制御作動
を説明する機能ブロック線図である。
【００３３】
　図７において、目標駆動力算出手段１１０は、電子制御装置９０に供給される運転者の
要求量例えばアクセル開度Ａccに基づいて目標車両加速度Ｇ＊を決定し、その目標車両加
速度Ｇ＊と後述する走行抵抗算出手段１１２により算出された平坦路における走行抵抗ｆ

ｒｅｓとに基づいて駆動輪における車両の目標駆動力Ｆｔｇｔを算出する。例えば、目標
駆動力算出手段１１０は、図８に示すようなアクセル開度Ａccをパラメータとして車速Ｖ
と目標車両加速度Ｇ＊との予め実験的に求めて記憶された関係（マップ）から実際の車速
Ｖとアクセル開度Ａccとに基づいて目標車両加速度Ｇ＊を決定する。そして、目標駆動力
算出手段１１０は、その目標車両加速度Ｇ＊、走行抵抗ｆｒｅｓ、および電子制御装置９
０に供給される車両重量Ｗから　Ｆｔｇｔ＝ｆ（Ｇ＊）＝Ｗ×Ｇ＊＋ｆｒｅｓ　に従って
目標駆動力Ｆｔｇｔを算出する。
【００３４】
　上記走行抵抗算出手段１１２は、平坦路走行における走行抵抗ｆｒｅｓを算出する。こ
の走行抵抗ｆｒｅｓは、ころがり抵抗Ｒｒ（＝μｒ×Ｗ；μｒはころがり抵抗係数、Ｗは
車両重量）と空気抵抗Ｒａ（＝μａ×Ａ×Ｖ２；μａは空気抵抗係数、Ａは前面投影面積
、Ｖは車速）との和であり　ｆｒｅｓ＝Ｒｒ＋Ｒａ　で表される。例えば、走行抵抗算出
手段１１２は、走行抵抗ｆｒｅｓと車速Ｖとの予め実験的に求められて記憶された関係（
マップ）から実際の車速Ｖに基づいて走行抵抗ｆｒｅｓを算出する。
【００３５】
　変速制御手段１１４は、例えば前記図６に示す予め記憶された変速線図から実際の車速
Ｖおよびアクセル開度Ａccに基づいて変速判断を実行し、判断された変速を実行させるた
めの変速出力を油圧制御回路９８に対して行うことにより、自動変速機１６のギヤ段を自
動的に切り換える。例えば、自動変速機１６の変速段が第１変速段とされているときに、
変速制御手段１１４は実際の車速Ｖが１速→２速アップシフトを実行すべき変速点車速Ｖ

１－２を越えたと判断した場合には、第２変速段を成立させるためにブレーキＢ３を係合
させる指令を油圧制御回路９８に出力する。
【００３６】
　エンジン出力制御手段１１６は、目標駆動力算出手段１１０により算出された目標駆動
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力Ｆｔｇｔに基づいて目標エンジントルクＴＥ
＊を算出し、その目標エンジントルクＴＥ

＊が得られるためのスロットル開度θＴＨ
＊となるようにスロットルアクチュエータ５４

により電子スロットル弁５６を開閉制御する。例えば、エンジン出力制御手段１１６は、
その目標駆動力Ｆｔｇｔ、変速制御手段１１４により変速制御されている自動変速機１６
の実際の変速段における変速比γ、図示しない差動歯車装置等の減速比ｉ、および駆動輪
のタイヤ有効半径ｒｗから　ＴＥ

＊＝Ｆｔｇｔ／γ／ｉ×ｒｗ　に従って目標エンジント
ルクＴＥ

＊を算出する。そして、エンジン出力制御手段１１６は、前記図５に示す予め記
憶された関係（マップ）から実際のエンジン回転速度ＮＥに基づいてその目標エンジント
ルクＴＥ

＊が得られるようなエンジントルク推定値ＴＥ０となる目標スロットル開度θＴ

Ｈ
＊を算出し、その目標スロットル開度θＴＨ

＊となるように電子スロットル弁５６を制
御させる指令をスロットルアクチュエータ５４に出力する。
【００３７】
　このように、目標駆動力Ｆｔｇｔ（＝ＴＥ

＊×γ×ｉ／ｒｗ）が得られるように変速制
御手段１１４により自動変速機１６の変速比γが制御されエンジン出力制御手段１１６に
よりエンジントルクＴＥが制御される。このとき、目標駆動力Ｆｔｇｔによっては変速制
御手段１１４およびエンジン出力制御手段１１６のうちの一方のみによりこの目標駆動力
Ｆｔｇｔに制御させられ得る。
【００３８】
　発生駆動力算出手段１１８は、実際のエンジントルクＴＥに基づいて駆動輪において実
際に発生している駆動力（以下発生駆動力という）Ｆｒｅａｌを算出する。例えば、発生
駆動力算出手段１１８は、実際のエンジントルクＴＥ、変速制御手段１１４により変速制
御されている自動変速機１６の実際の変速段における変速比γ、図示しない差動歯車装置
等の減速比ｉ、および駆動輪のタイヤ有効半径ｒｗから　Ｆｒｅａｌ＝ＴＥ×γ×ｉ／ｒ

ｗ　に従って発生駆動力Ｆｒｅａｌを算出する。上記実際のエンジントルクＴＥは、前記
図５に示す予め記憶された関係（マップ）から実際のエンジン回転速度ＮＥと実際のスロ
ットル開度θＴＨとに基づいてエンジントルク推定値ＴＥ０として発生駆動力算出手段１
１８により推定される。ここでの実際のスロットル開度θＴＨは、エンジン出力制御手段
１１６により上記目標スロットル開度θＴＨ

＊となるように制御されているときのスロッ
トルセンサ６４により検出されたスロットル開度θＴＨである。よって、この発生駆動力
Ｆｒｅａｌは目標駆動力Ｆｔｇｔとなるように制御されているときの実際に発生している
駆動力Ｆであり、要求出力量であるアクセル開度Ａccに基づいて実際に発生している駆動
力Ｆでもある。
【００３９】
　基準加速度算出手段１２０は、上記発生駆動力算出手段１１８により算出された発生駆
動力Ｆｒｅａｌと前記走行抵抗算出手段１１２により算出された走行抵抗ｆｒｅｓとに基
づいて基準車両加速度Ｇｂを算出する。例えば、基準加速度算出手段１２０は、発生駆動
力Ｆｒｅａｌ、走行抵抗ｆｒｅｓ、車両重量Ｗ、および等価慣性質量Ｗｒから　Ｇｂ＝（
Ｆｒｅａｌ－ｆｒｅｓ）／（Ｗ＋Ｗｒ）　に従って基準車両加速度Ｇｂを算出する。この
等価慣性質量Ｗｒは、エンジン１８や動力伝達系等の慣性モーメントを駆動軸の有効半径
上の重量に置き換えた回転部分慣性重量であり、予め求められて記憶されている値である
。
【００４０】
　上記基準車両加速度Ｇｂは、平坦路走行において発生駆動力Ｆｒｅａｌにより発生させ
られるべき車両加速度Ｇであり、発生駆動力Ｆｒｅａｌにより発生させられる実際の車両
加速度ＧＳと比較することにより路面勾配θを判定するための基準となる車両加速度Ｇで
ある。また、前述したように発生駆動力Ｆｒｅａｌは要求出力量であるアクセル開度Ａcc
に基づいて実際に発生している駆動力Ｆであることから、基準車両加速度Ｇｂは平坦路に
おいて実際のアクセル開度Ａccに基づいて発生させられるべき車両加速度Ｇであり、実際
の車両加速度ＧＳはそのアクセル開度Ａccに基づいて実際に発生させられている車両加速
度Ｇでもある。
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【００４１】
　実加速度検出手段１２２は、加速度センサ８０により上記実際の車両加速度ＧＳを検出
する。同じ発生駆動力Ｆｒｅａｌ言い換えれば同じアクセル開度Ａccにおいては登坂路の
勾配θが大きい程勾配抵抗Ｒｉが大きくなるため、この実際の車両加速度ＧＳは小さくさ
れる。
【００４２】
　加速度差算出手段１２４は、前記基準加速度算出手段１２０により算出された基準車両
加速度Ｇｂと前記実加速度検出手段１２２により検出された実際の車両加速度ＧＳとの加
速度差Ｇ’（＝Ｇｂ－ＧＳ）を算出する。この加速度差Ｇ’は、基準車両加速度Ｇｂに対
する実際の車両加速度ＧＳを比較することから車両が実際に走行している路面の勾配θの
大きさを表しており、この差が大きい程路面勾配θが大きいことになる。
【００４３】
　加速度差判定手段１２６は、加速度差算出手段１２４により算出された加速度差Ｇ’が
所定登坂路判定値α以上であるか否かを判定する。この所定登坂路判定値αは、登坂路走
行のために車両駆動力Ｆを増加する例えば後述する登坂路駆動力制御手段１３０による登
坂路走行のための駆動力制御（登坂路駆動力制御）が必要となるような所定以上の勾配θ
となる登坂路であることを判定するために予め実験的に定められて記憶された判定値であ
る。
【００４４】
　路面勾配補正量算出手段１２８は、基準車両加速度Ｇｂと車速Ｖとをパラメータとして
予め実験的に求められて記憶された関係（マップ）から前記基準加速度算出手段１２０に
より算出された基準車両加速度Ｇｂと実際の車速Ｖとに基づいて路面勾配補正量Ｆｇｒａ

ｄｅ（＝map（Ｇｂ、車速Ｖ））を算出（決定）する。
【００４５】
　前記登坂路駆動力制御手段１３０は、加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’
が所定登坂路判定値α以上であると判定された場合には、登坂路走行中において平坦路走
行中と略同じ出力要求量例えばアクセル開度Ａccであっても平坦路走行時と略同等の車両
加速度Ｇｂが得られるように、目標駆動力算出手段１１０により算出された目標駆動力Ｆ

ｔｇｔに上記路面勾配補正量算出手段１２８により算出された路面勾配補正量Ｆｇｒａｄ

ｅを加えて新たな目標駆動力Ｆｔｇｔ’（＝Ｆｔｇｔ＋Ｆｇｒａｄｅ）を算出し、その目
標駆動力Ｆｔｇｔ’が得られるようにエンジン出力制御手段１１６および／または変速制
御手段１１４に指令を出力する。
【００４６】
　ところで、ユーザは平坦路から登坂路へ或いは路面勾配θがより大きくなる登坂路へ車
両が進入する際には車両加速後Ｇが低下することを予測することが考えられ、上記登坂路
駆動力制御手段１３０により登坂路走行のために車両駆動力Ｆが増加されると、ユーザは
登坂路進入に際して予測するような車両の加速度の低下を体感することができず違和感を
感じる可能性があった。
【００４７】
　そこで、遅延制御手段１３１は、車両が登坂路走行開始後に第１所定期間Ｔ１を経過す
るまで車両駆動力Ｆが増加されないように前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路
駆動力制御の開始を遅らせる。例えば、遅延制御手段１３１は、前記加速度差判定手段１
２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であると判定された場合であって
も第１所定期間Ｔ１を経過するまで車両駆動力Ｆが増加されないように前記登坂路駆動力
制御手段１３０による登坂路駆動力制御の開始を遅らせる。言い換えれば、遅延制御手段
１３１は、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以
上であると判定される期間が第１所定期間Ｔ１を経過した場合には、車両駆動力Ｆが増加
されるように前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を開始させる。以
下に、この遅延制御手段１３１による前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動
力制御の開始を遅らせる制御作動の一例を説明する。遅延制御手段１３１は、第１期間計
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測手段１３２、第１所定期間判定手段１３４、補正フラグ設定手段１３６、補正フラグ判
定手段１３８、および前記路面勾配補正量算出手段１２８により構成されている。
【００４８】
　上記第１期間計測手段１３２は、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’
が所定登坂路判定値α以上であると判定されることが連続して経過する期間Ｔα１を計測
する。
【００４９】
　前記第１所定期間判定手段１３４は、上記第１期間計測手段１３２により計測された期
間Ｔα１が第１所定期間Ｔ１を経過したか否かを判定する。この第１所定期間Ｔ１は、加
速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であると判定さ
れた場合であっても前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を一定期間
遅らせるための期間であって、ユーザが車両登坂路進入に際して予測するような車両加速
度Ｇの低下を体感できるようにしユーザに違和感を与えることが抑制されるように予め実
験的に求められて記憶されており、例えば０．１～０．９秒程度に設定されている。
【００５０】
　前記補正フラグ設定手段１３６は、前記第１期間計測手段１３２により計測された期間
Ｔα１が上記第１所定期間判定手段１３４により第１所定期間Ｔ１を経過したと判定され
た場合には、前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を実行させるか否
かを設定する補正フラグＡをその登坂路駆動力制御を開始させるための「ＯＮ」に設定す
る。反対に、補正フラグ設定手段１３６は、上記期間Ｔα１が第１所定期間判定手段１３
４により第１所定期間Ｔ１を経過したと判定されない場合には、上記補正フラグＡをその
登坂路駆動力制御を開始させないための「ＯＦＦ」に設定する。
【００５１】
　前記補正フラグ判定手段１３８は、上記補正フラグ設定手段１３６により設定された補
正フラグＡが「ＯＮ」であるか否かを判定する。
【００５２】
　前記路面勾配補正量算出手段１２８は、上記補正フラグ判定手段１３８により補正フラ
グＡが「ＯＮ」であると判定された場合には、前述したように基準車両加速度Ｇｂと車速
Ｖとをパラメータとして予め実験的に求められて記憶された関係（マップ）から前記基準
加速度算出手段１２０により算出された基準車両加速度Ｇｂと実際の車速Ｖとに基づいて
路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅ（＝map（Ｇｂ、車速Ｖ））を算出（決定）する。反対に、
路面勾配補正量算出手段１２８は、補正フラグ判定手段１３８により補正フラグＡが「Ｏ
Ｎ」でないすなわち補正フラグＡが「ＯＦＦ」であると判定された場合には、路面勾配補
正量Ｆｇｒａｄｅを強制的に零（Ｆｇｒａｄｅ＝０）とする。
【００５３】
　これにより、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値
α以上であると判定された場合であっても前記第１期間計測手段１３２により計測された
期間Ｔα１が前記第１所定期間判定手段１３４により第１所定期間Ｔ１を経過したと判定
されるまでは上記路面勾配補正量算出手段１２８により路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅが強
制的に零とされるので、実質的に前記登坂路駆動力制御手段１３０により登坂路走行のた
めに車両駆動力Ｆが増加されず、遅延制御手段１３１により前記登坂路駆動力制御手段１
３０による登坂路駆動力制御の開始が遅延させられる。
【００５４】
　但し、車両が登坂路走行開始後に第１所定期間Ｔ１を経過する前において例えば前記第
１期間計測手段１３２により計測された期間Ｔα１が前記第１所定期間判定手段１３４に
より第１所定期間Ｔ１を経過したと判定される前において運転者によりアクセルペダル５
０が踏み込み操作された場合に、第１所定期間Ｔ１を経過するまで車両駆動力Ｆの増加を
開始しないと駆動力Ｆの増加を望んでアクセルペダル５０を踏み込み操作したユーザに対
して車両加速度Ｇの低下を体感させることになり逆に違和感を感じさせる可能性があった
。
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【００５５】
　そこで、遅延制御手段１３１は、出力要求増加量判定手段１４０を更に備え、その出力
要求増加量判定手段１４０により出力要求量の増加量が所定値以上となったか否かを判定
する。例えば、出力要求増加量判定手段１４０は、アクセル開度Ａccの変化量ΔＡccが所
定アクセル開度変化量ΔＡcc１以上となったか否かを判定する。上記所定値（所定アクセ
ル開度変化量ΔＡcc１）は、ユーザが駆動力Ｆの増加を望んで出力要求量を増加した（ア
クセルペダル５０を踏み込み操作した）ことが判定されるように予め実験的に求められて
記憶された判定値である。
【００５６】
　そして、前記補正フラグ設定手段１３６は、前記第１期間計測手段１３２により計測さ
れた期間Ｔα１が前記第１所定期間判定手段１３４により第１所定期間Ｔ１を経過したと
判定されない場合であっても、上記出力要求増加量判定手段１４０により出力要求量の増
加量が所定値以上となったと判定された場合には、一律に前記補正フラグＡを「ＯＦＦ」
に設定することに替えて補正フラグＡを「ＯＮ」に設定する。
【００５７】
　これにより、前記第１期間計測手段１３２により計測された期間Ｔα１が前記第１所定
期間判定手段１３４により第１所定期間Ｔ１を経過したと判定される前であっても、出力
要求増加量判定手段１４０により出力要求量の増加量が所定値以上となったと判定された
場合には、前記路面勾配補正量算出手段１２８により路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅ（＝ma
p（Ｇｂ、車速Ｖ））が算出（決定）されるので、実質的に前記登坂路駆動力制御手段１
３０により登坂路走行のために車両駆動力Ｆが増加され、遅延制御手段１３１により前記
登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御が開始される。
【００５８】
　このように、加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以
上であると判定された場合には、前記登坂路駆動力制御手段１３０により適切に車両駆動
力Ｆが増加させられる。一方で、その登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制
御中に、加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上でな
いすなわち加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であると判定された場合には、登坂路
駆動力制御手段１３０は車両駆動力Ｆの増加制御を中止する。そうすると、前記加速度差
Ｇ’が所定登坂路判定値αを挟んで変化するような路面勾配変化である場合には、その路
面勾配変化に伴って登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御の実行と中止が
繰り返される。そして、路面勾配変化に対する制御の応答性によっては、この路面勾配変
化の周期が短い程登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御の実行と中止が短
期間に繰り返されてその登坂路駆動力制御が安定して実行されず、運転者に違和感を与え
る可能性があった。
【００５９】
　そこで、登坂路駆動力制御手段１３０による車両駆動力Ｆの増加制御の路面勾配変化に
対する応答性に関する制御について以下に具体的に説明する。尚、登坂路駆動力制御手段
１３０による車両駆動力Ｆの増加制御の開始に関しては前述したように第１所定期間Ｔ１
が設けられてその開始が一定期間遅延させられるので、上述したような路面勾配変化に対
する応答性によって運転者に違和感を与える可能性が回避される。よって、この第１所定
期間Ｔ１は、路面勾配変化に対する応答が過敏にならないようにしユーザに違和感を与え
ることが抑制されるように予め実験的に求められて記憶されている期間でもある。
【００６０】
　登坂路制御終了判定手段１４１は、車両が登坂路走行終了後に第２所定期間Ｔ２を経過
するまで車両駆動力Ｆの増加が継続されるように前記登坂路駆動力制御手段１３０による
登坂路駆動力制御を継続させる。例えば、登坂路制御終了判定手段１４１は、前記加速度
差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であると判定された
場合であっても第２所定期間Ｔ２を経過するまで車両駆動力Ｆの増加が継続されるように
前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を継続させる。言い換えれば、



(14) JP 4635530 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

登坂路制御終了判定手段１４１は、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’
が所定登坂路判定値α未満であると判定される期間が第２所定期間Ｔ２を経過した場合に
は、車両駆動力Ｆが増加されないように前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆
動力制御を中止（終了）させる。以下に、この登坂路制御終了判定手段１４１による前記
登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を継続させる制御作動言い換えれば
前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を中止させない制御作動の一例
を説明する。登坂路制御終了判定手段１４１は、第２期間計測手段１４２、第２所定期間
判定手段１４４、および前記路面勾配補正量算出手段１２８により構成されている。
【００６１】
　第２期間計測手段１４２は、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所
定登坂路判定値α未満であると判定されることが連続して経過する期間Ｔα２を計測する
。
【００６２】
　第２所定期間判定手段１４４は、上記第２期間計測手段１４２により計測された期間Ｔ

α２が第２所定期間Ｔ２を経過したか否かを判定する。この第２所定期間Ｔ２は、加速度
差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であると判定された
場合であっても前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を一定期間継続
させるための期間であって、路面勾配変化に対する応答が過敏にならないようにしユーザ
に違和感を与えることが抑制されるように予め実験的に求められて記憶されており、例え
ば０．１～０．９秒程度に設定されている。
【００６３】
　前記路面勾配補正量算出手段１２８は、前記第２期間計測手段１４２により計測された
期間Ｔα２が上記第２所定期間判定手段１４４により第２所定期間Ｔ２を経過したと判定
されない場合には、現在の路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅの値を維持する。反対に、路面勾
配補正量算出手段１２８は、上記期間Ｔα２が第２所定期間判定手段１４４により第２所
定期間Ｔ２を経過したと判定された場合には、路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅを強制的に零
（Ｆｇｒａｄｅ＝０）とする。
【００６４】
　これにより、前記加速度差判定手段１２６により前記加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値
α未満であると判定された場合であっても前記第２期間計測手段１４２により計測された
期間Ｔα２が前記第２所定期間判定手段１４４により第２所定期間Ｔ２を経過したと判定
されるまでは上記路面勾配補正量算出手段１２８により現在の路面勾配補正量Ｆｇｒａｄ

ｅの値が維持されるすなわち路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅが強制的に零とされないので、
実質的に前記登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路走行のための車両駆動力Ｆの増加
制御が継続され、登坂路制御終了判定手段１４１により前記登坂路駆動力制御手段１３０
による登坂路駆動力制御が継続させられる。
【００６５】
　図９は、前記電子制御装置９０の制御作動の要部すなわち登坂路走行中において平坦路
走行中と略同じ出力要求量例えばアクセル開度Ａccであっても平坦路走行時と略同等の車
両加速度Ｇが得られるように車両駆動力Ｆを増加する登坂路駆動力制御をユーザ（運転者
、搭乗者）への違和感を抑制しながら適切に実行するための制御作動を説明するフローチ
ャートである。
【００６６】
　図９において、前記目標駆動力算出手段１１０、前記走行抵抗算出手段１１２、および
前記発生駆動力算出手段１１８に対応するステップ（以下、ステップを省略する）Ｓ０、
Ｓ１、およびＳ２において、目標駆動力Ｆｔｇｔ、現在発生駆動力Ｆｒｅａｌ、および走
行抵抗ｆｒｅｓがそれぞれ算出される。例えば、前記図８に示すようなアクセル開度Ａcc
をパラメータとして車速Ｖと目標車両加速度Ｇ＊との予め実験的に求めて記憶された関係
から実際の車速Ｖとアクセル開度Ａccとに基づいて目標車両加速度Ｇ＊が決定され、その
目標車両加速度Ｇ＊、平坦路における走行抵抗ｆｒｅｓ、および車両重量Ｗから　Ｆｔｇ
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ｔ＝ｆ（Ｇ＊）＝Ｗ×Ｇ＊＋ｆｒｅｓ　に従って目標駆動力Ｆｔｇｔが算出される。この
走行抵抗ｆｒｅｓは、ころがり抵抗Ｒｒと空気抵抗Ｒａとの和であり　ｆｒｅｓ＝Ｒｒ＋
Ｒａ　で表され、例えば走行抵抗ｆｒｅｓと車速Ｖとの予め実験的に求められて記憶され
た関係（マップ）から実際の車速Ｖに基づいて走行抵抗ｆｒｅｓが算出される。また、実
際のエンジントルクＴＥ、変速制御手段１１４により変速制御されている自動変速機１６
の実際の変速段における変速比γ、図示しない差動歯車装置等の減速比ｉ、および駆動輪
のタイヤ有効半径ｒｗから　Ｆｒｅａｌ＝ＴＥ×γ×ｉ／ｒｗ　に従って発生駆動力Ｆｒ

ｅａｌが算出される。この実際のエンジントルクＴＥは、前記図５に示す予め記憶された
関係（マップ）から実際のエンジン回転速度ＮＥと実際のスロットル開度θＴＨとに基づ
いてエンジントルク推定値ＴＥ０として推定される。
【００６７】
　上記Ｓ０乃至Ｓ２に続いて前記基準加速度算出手段１２０に対応するＳ３において、上
記Ｓ１にて算出された発生駆動力Ｆｒｅａｌ、上記Ｓ２にて算出された走行抵抗ｆｒｅｓ

、車両重量Ｗ、および等価慣性質量Ｗｒから　Ｇｂ＝（Ｆｒｅａｌ－ｆｒｅｓ）／（Ｗ＋
Ｗｒ）　に従って基準車両加速度Ｇｂが算出される。
【００６８】
　上記Ｓ３に続いて前記実加速度検出手段１２２、前記加速度差算出手段１２４、前記加
速度差判定手段１２６、前記第１期間計測手段１３２、および前記第１所定期間判定手段
１３４に対応するＳ４において、先ず、前記Ｓ３にて算出された基準車両加速度Ｇｂと加
速度センサ８０により検出された実際の車両加速度ＧＳとの加速度差Ｇ’（＝Ｇｂ－ＧＳ

）が算出され、この加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であるか否かが判定される。
次いで、この加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であると判定されることが連続して
経過する期間Ｔα１が計測され、この期間Ｔα１が第１所定期間Ｔ１を経過したか否かが
判定される。
【００６９】
　上記Ｓ４の判断が肯定される場合は前記補正フラグ設定手段１３６に対応するＳ５にお
いて、補正フラグＡが「ＯＮ」に設定される。上記Ｓ４の判断が否定される場合は前記出
力要求増加量判定手段１４０に対応するＳ６において、アクセル開度Ａccの変化量ΔＡcc
が所定アクセル開度変化量ΔＡcc１以上となったか否かが判定される。このＳ６の判断が
否定される場合は前記補正フラグ設定手段１３６に対応するＳ７において、補正フラグＡ
が「ＯＦＦ」に設定されるが、肯定される場合は同じく補正フラグ設定手段１３６に対応
するＳ８において、補正フラグＡが「ＯＮ」に設定される。
【００７０】
　上記Ｓ５、Ｓ７、或いはＳ８に続いて前記補正フラグ判定手段１３８に対応するＳ９に
おいて、上記Ｓ５、Ｓ７、或いはＳ８にて設定された補正フラグＡが「ＯＮ」であるか否
かが判定される。このＳ９の判断が否定される場合は前記路面勾配補正量算出手段１２８
に対応するＳ１０において、路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅが強制的に零（Ｆｇｒａｄｅ＝
０）とされるが、肯定される場合は同じく路面勾配補正量算出手段１２８に対応するＳ１
１において、基準車両加速度Ｇｂと車速Ｖとをパラメータとして予め実験的に求められて
記憶された関係（マップ）から前記Ｓ３にて算出された基準車両加速度Ｇｂと実際の車速
Ｖとに基づいて路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅ（＝map（Ｇｂ、車速Ｖ））が算出（決定）
される。
【００７１】
　上記Ｓ１０或いはＳ１１に続いて前記実加速度検出手段１２２、前記加速度差算出手段
１２４、前記加速度差判定手段１２６、前記第２期間計測手段１４２および第２所定期間
判定手段１４４に対応するＳ１２において、先ず、前記Ｓ３にて算出された基準車両加速
度Ｇｂと加速度センサ８０により検出された実際の車両加速度ＧＳとの加速度差Ｇ’（＝
Ｇｂ－ＧＳ）が算出され、この加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であるか否かが判
定される。次いで、この加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であると判定されること
が連続して経過する期間Ｔα２が計測され、この期間Ｔα２が第２所定期間Ｔ２を経過し
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たか否かが判定される。
【００７２】
　上記Ｓ１２の判断が肯定される場合は前記路面勾配補正量算出手段１２８に対応するＳ
１３において、路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅが強制的に零（Ｆｇｒａｄｅ＝０）とされる
。上記Ｓ１２の判断が否定される場合は、或いはこのＳ１３に続いて前記登坂路駆動力制
御手段１３０に対応するＳ１４において、前記Ｓ０にて算出された目標駆動力Ｆｔｇｔに
前記Ｓ１０、前記Ｓ１１、或いは上記Ｓ１３にて算出（決定）された路面勾配補正量Ｆｇ

ｒａｄｅが加えられて新たな目標駆動力Ｆｔｇｔ’（＝Ｆｔｇｔ＋Ｆｇｒａｄｅ）が算出
される。この図９のフローチャートには図示していないがこの目標駆動力Ｆｔｇｔ’が得
られるようにエンジン出力制御手段１１６および／または変速制御手段１１４に指令が出
力される。
【００７３】
　上述のように、本実施例によれば、遅延制御手段１３１により車両が登坂路走行開始後
に第１所定期間Ｔ１を経過するまで登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御
の開始が遅延させられるので、車両が登坂路走行を開始しても第１所定期間Ｔ１を経過す
るまで車両駆動力Ｆは増加させられない。例えば、基準加速度算出手段１２０により算出
された基準車両加速度Ｇｂと実加速度検出手段１２２により検出された実際の車両加速度
ＧＳとの加速度差Ｇ’が加速度差算出手段１２４により算出され、加速度差判定手段１２
６によりその加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であると判定される期間Ｔα１が第
１期間計測手段１３２により計測されて、その期間Ｔα１が第１所定期間Ｔ１を経過した
と第１所定期間判定手段１３４により判定されるまで遅延制御手段１３１により登坂路駆
動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御の開始が遅延させられるので、車両が登坂路
駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御が必要となるような所定以上の勾配θとな
る登坂路走行を開始しても第１所定期間Ｔ１を経過するまで車両駆動力Ｆは増加させられ
ない。よって、車両の登坂路進入時には、運転者がその登坂路進入に際して予測するよう
な車両加速度Ｇの低下を体感させられて運転者に与える違和感が抑制される。
【００７４】
　また、本実施例によれば、遅延制御手段１３１は、車両が登坂路走行開始後に前記第１
所定期間Ｔ１を経過する前であっても例えば前記第１所定期間Ｔ１を経過したと第１所定
期間判定手段１３４により判定される前であっても、出力要求量例えばアクセル開度Ａcc
の変化量ΔＡccが所定アクセル開度変化量ΔＡcc１以上となった場合には登坂路駆動力制
御手段１３０による登坂路駆動力制御を開始させるので、アクセル開度Ａccに基づいた適
切な駆動力Ｆが得られ運転者に違和感を与えることが回避される。言い換えれば、アクセ
ル開度Ａccの変化量ΔＡccが所定アクセル開度変化量ΔＡcc１以上となった場合は、運転
者がその登坂路進入に際して車両加速度Ｇの低下を予測し車両加速度Ｇを増加させるため
にアクセルペダル５０を踏み増ししたような場合が考えられ、登坂路進入に際して一定期
間登坂路駆動力制御手段１３０により車両駆動力Ｆを増加せずに車両加速度Ｇの低下を体
感させると駆動力Ｆの増加を望んでアクセルペダル５０を踏み込み操作したユーザに対し
て逆に違和感を感じさせることになるので、第１所定期間Ｔ１を経過する前であってもア
クセル開度Ａccの変化量ΔＡccが所定アクセル開度変化量ΔＡcc１以上となった場合には
登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御を開始する。これにより、運転者に
違和感を与えることが回避される。
【００７５】
　また、本実施例によれば、登坂路制御終了判定手段１４１により車両が登坂路走行終了
後に第２所定期間Ｔ２を経過するまで登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制
御が継続させられるので、車両が登坂路走行を終了しても第２所定期間Ｔ２を経過するま
で車両駆動力Ｆの増加が維持される。例えば、加速度差判定手段１２６により前記加速度
差Ｇ’が所定登坂路判定値α未満であると判定される期間Ｔα２が第２期間計測手段１４
２により計測されて、その期間Ｔα２が第２所定期間Ｔ２を経過したと第２所定期間判定
手段１４４により判定されるまで登坂路制御終了判定手段１４１により登坂路駆動力制御
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手段１３０による登坂路駆動力制御が継続させられるので、車両が登坂路駆動力制御手段
１３０による登坂路駆動力制御が必要となるような所定以上の勾配θとなる登坂路走行を
終了しても第２所定期間Ｔ２を経過するまで車両駆動力Ｆの増加が維持される。よって、
路面勾配変化に過敏に反応して登坂路駆動力制御手段１３０による登坂路駆動力制御が安
定して実行されないことにより運転者に違和感を与えることが回避される。
【００７６】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、本発明はその他の態様にお
いても適用される。
【００７７】
　例えば、前述の実施例のエンジン出力制御手段１１６は、スロットルアクチュエータ５
４により電子スロットル弁５６を開閉制御してエンジントルクＴＥを制御していたが、そ
れに代えて燃料噴射弁９２を制御して燃料噴射量を制御したり、点火装置９４を制御して
点火時期を制御したりしてエンジントルクＴＥを制御してもよい。
【００７８】
　また、前述の実施例の登坂路駆動力制御手段１３０は、加速度差判定手段１２６により
加速度差Ｇ’が所定登坂路判定値α以上であると判定された場合に登坂路駆動力制御を開
始するものであったが、必ずしもこれに限られたものではなく、例えば登坂路の路面勾配
θが所定勾配以上となったときに登坂路駆動力制御を開始してもよい。この路面勾配θは
、例えば加速度センサ８０からの重力加速度ｇ信号等から算出される。
【００７９】
　また、前述の実施例の路面勾配補正量算出手段１２８は、基準車両加速度Ｇｂと車速Ｖ
とをパラメータとして予め実験的に求められて記憶された関係（マップ）から基準加速度
算出手段１２０により算出された基準車両加速度Ｇｂと実際の車速Ｖとに基づいて路面勾
配補正量Ｆｇｒａｄｅ（＝map（Ｇｂ、車速Ｖ））を算出（決定）したが、必ずしもこれ
に限られたものではなく、例えば勾配抵抗Ｒｉ（＝Ｗ×sinθ；Ｗは車両重量、θは路面
勾配）を路面勾配補正量Ｆｇｒａｄｅとして算出してもよい。
【００８０】
　なお、上述したのはあくまでも一実施形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種
々の変更、改良を加えた態様で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明が適用された車両用駆動装置の構成を説明する骨子図である。
【図２】図１の自動変速機の各変速段を成立させるためのクラッチおよびブレーキの係合
、解放状態を説明する図である。
【図３】図１のエンジンや自動変速機などを制御するために車両に設けられた電子制御装
置の入出力信号を説明する図である。
【図４】図３のシフトレバーの操作位置を説明する図である。
【図５】エンジントルクをスロットル開度およびエンジン回転速度に基づいてエンジント
ルク推定値として算出するための予め記憶された関係図（マップ）である。
【図６】図３の電子制御装置によって行われる自動変速機の変速制御で用いられる変速線
図（マップ）の一例を示す図である。
【図７】図３の電子制御装置が備えている制御機能の要部を説明する機能ブロック線図で
ある。
【図８】目標車両加速度を車速およびアクセル開度に基づいて決定するための予め実験的
に求めて記憶された関係（マップ）である。
【図９】図３の電子制御装置の制御機能の要部すなわち登坂路走行中において平坦路走行
中と略同じ出力要求量例えばアクセル開度であっても平坦路走行時と略同等の車両加速度
が得られるように車両駆動力を増加する登坂路駆動力制御をユーザへの違和感を抑制しな
がら適切に実行するための制御作動を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
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【００８２】
１０：車両用駆動装置
１６：自動変速機
１８：エンジン（駆動力源）
９０：電子制御装置（制御装置）
１２０：基準加速度算出手段
１２２：実加速度検出手段
１２４：加速度差算出手段
１３０：登坂路駆動力制御手段
１３２：第１期間計測手段
１３４：第１所定期間判定手段
１４２：第２期間計測手段
１４４：第２所定期間判定手段

【図１】 【図２】
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【図５】
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